
参考４ 
文化芸術基本法（平成十三年法律第百四十八号） ＜抄＞ 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、文化芸術が人間に多くの恵沢をもたらすものであることに鑑み、 

文化芸術に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等

を明らかにするとともに、文化芸術に関する施策の基本となる事項を定めることに 

より、文化芸術に関する活動（以下「文化芸術活動」という。）を行う者（文化芸術

活動を行う団体を含む。以下同じ。）の自主的な活動の促進を旨として、文化芸術に

関する施策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって心豊かな国民生活及び活力ある

社会の実現に寄与することを目的とする。 

 

第三章 文化芸術に関する基本的施策 

（芸術の振興） 

第八条 国は、文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術（次条に規定するメデ

ィア芸術を除く。）の振興を図るため、これらの芸術の公演、展示等への支援、これ

らの芸術の制作等に係る物品の保存への支援、これらの芸術に係る知識及び技能の 

継承への支援、芸術祭等の開催その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（メディア芸術の振興） 

第九条 国は、映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用

した芸術（以下「メディア芸術」という。）の振興を図るため、メディア芸術の  

制作、上映、展示等への支援、メディア芸術の制作等に係る物品の保存への支援、 

メディア芸術に係る知識及び技能の継承への支援、芸術祭等の開催その他の必要な 

施策を講ずるものとする。 

（伝統芸能の継承及び発展） 

第十条 国は、雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊その他の我が国古来の伝統的な芸能 

（以下「伝統芸能」という。）の継承及び発展を図るため、伝統芸能の公演、これに

用いられた物品の保存等への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（芸能の振興） 

第十一条 国は、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能（伝統芸能を除

く。）の振興を図るため、これらの芸能の公演、これに用いられた物品の保存等への

支援、これらの芸能に係る知識及び技能の継承への支援その他の必要な施策を講ずる

ものとする。 

（生活文化の振興並びに国民娯楽及び出版物等の普及） 

第十二条 国は、生活文化（茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化をい

う。）の振興を図るとともに、国民娯楽（囲碁、将棋その他の国民的娯楽をいう。）

並びに出版物及びレコード等の普及を図るため、これらに関する活動への支援その他

の必要な施策を講ずるものとする。 

（文化財等の保存及び活用） 

第十三条 国は、有形及び無形の文化財並びにその保存技術（以下「文化財等」とい

う。）の保存及び活用を図るため、文化財等に関し、修復、防災対策、公開等への 

支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 


